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第 1 章

人事委員会関係



第 1章人事委員会関係

1 人事委員会の設置

地方公務員法(日召和25年法律第261号)の第 7条の規定により、都道府県及び指定都

市は、条例で人事委員会を置くものとされており、本県においては、昭和26年6月12日

に、岡山県人事委員会設置条例(昭和26年6月11日条例第34号)により設置された。

2 人事委員会の組織と権限

(J)組織

人事委員会は丘、の委員をもって組織する合議制の機関である。

人事委員会が合議制の機関とされるのは、その職務が、勤務条件に関する措置の要求

の審査や不利益処分の不服申立てに対する裁決等に典型的に現れるよ うに、 中立かっ公

平さを要求されることによるものである。

(2)権限

人事委員会の権限は、地方公務員法第 8条に規定されており、これを機能的に大別す

ると次のとおりである。

を人作成事す行政るこに関と。する事項を調査し、人事記録の管理及び人事に関する統計報告

を行給与いそ、そのの他成の果勤を務議条会件若、厚しく生は福長利又制は度任そ命の権他者職に提五こ出関すするるこ制と度。について研究

千ヲ
し人出事る機こ関と。及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し議会及び長に意見を申

政 人事行政の運営に関し任命権者に勧告すること。

権

勧告給す与、る勤こ務と。時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について議会及び長に

職員の競争試験及び選考等に関する事務を行うこと。

限
職確を員保監のす給る準与が法と、。地的方権公務た員め法及必び要これ範に基づく条例職に適員合しすて行給われ与る加払と

いを 理するこ司 限 に な固において、 に対る の支

職員の苦情を処理すること。

給料法表律又の報は告条、例勧に吾基、づト職き員団そ体のの権登限録に、属労せ働し基め、輯監れ督た機事関務の職(給権料行表使の等計)画。立案

則法を制律定又すは条る例ことに。基づき、その権限に属せしめられた事項に関し人事委員会規

こ職れ員に必の要給な与措、置勤を務時とる間こそとの。他の勤務条件に関する措置の要求を審査判定し、

時に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をす
るこ 。

学校医等の公務災害補償に関する異議の申立てを審査すること。
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3 人事委員会の委員

委員の任期は 4年と規定されている。ただし、補欠委員の任期は前任の委員の残任期

間と されJる。

職・氏名 就任年月日 任 期 術i 考

委員長 西田 秀史 平成18年 10月13日 平成26年 10月12日 2期目 平成22年1O~ 2 6日から委員長

委員賊総理者佐藤 閤 平成18年 7月16日 平成30年 7月15日 3期目 平成i昨日 10日から委員賊総理者

委 員 森 義郎 平成23年 10月 6日 平成27年 10月 5日 1 !羽目 平盛23年 loMBh'~君島基準監E韓国居住行財

4 人事委員会の運営

委員会の委員長は、 3人の委員から互選によって選ばれ、委員長は委員会の事務を処

理し、委員会を代表する。委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員が職務を

代理する。委員会の会議は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができないが、

公務の運営等に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、 2人の委員

が出席すれば会議を開くことができる。議事の決定は、出席委員の過半数によることと

なっており、議事については、委員長は他の委員と同ーの権限を行使することとしてい

る。

会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が召集す

る。会議は、原則として非公開であるが、委員会の議決によ って公開とすることができ

る。議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(J)平成25年度 人事委員会開催状況

区 分

4コ2=hz 議

議 案

報 告 事 工頁

そ の 他

(2) 平成25年度 人事委員会議事一覧表

(資料1)のとおり

平成25年度

28回

122件

32件

18件
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月日 (11世) 回

4/9 I 

(火)

平成 25年度人事委員会議事一覧表

殺事番号

議第 l号

議第2号

議第 3号

議第4号

議第 5号

議第 6号

報告事項

議題名等

平成 23年第 l号不服申立事案に係る裁決事(案)について

給料の調主差額に関する規則の運用についての一部改正について

平成 25年度岡山県職員A採用試験の実施について

平成 25年度岡山県普察事務職員A採用試験の実施について

平成 25年度第 1回岡山県警察官A採用試験第一次試験問題の決定について

選考により線用する職の範凶の一部改正について

(1)平成 24年度苦情相談の処理状況について

(2)平成 25年牒種別民間給与実態調査の実施について

(3)岡山県高等学校教職員組合との局長会見の概要

4C121;;;; 平成 23年第 I号不服申立事実に係る裁決書(案)について

勤務条件に関する姶置要求の受理について

議第 9号 | 勤務条件に闘する措置の要求に関する規則の一部改正について

裁第 10号| 給料の調整績に関する規則l等の一部改正について

報告事項 1 (1 )自治労連岡山県本部からの要請書受取の概要

(2)岡山県職員共闘会議との局長会見の概要

その他 | ・人事委員会委員による現地視察について

5/ 1 5 I 3 I議第 11号| 条例案に対する人事委員会の意見について

(水)

5/ 21 141議第 12号| 平成 23年第 1号不服申立事案に係る裁決議(案)について

(火裁第 13号| 岡山県職員給与支給規則及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

議第 14号

議第 15号

議第 16号

報告事項

の一部改正について

勤勉手当の成績率等にl謝する協議及び回答について

ギ成 25年度附山県職員A採剤試験第一次試験問題の決定について

平成 25年度岡山県警察事務職員A採用部;験第一次試験問題の決定について

( 1)平成 25年第 l号措置要求事案に係る回答書の受理等について

(2)平成 25年度第 1田岡IJJt'A笹察官A採用試験第一次試験の実施状況につ

いて

その他 | ・委員視察について

・岡山県笹察官採用試験口述試験の試験員について
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月日 (P't.!) 回 議事番号

6/ 1 0 5 議第 17号

(月) 議第 18号

議第 19号

議第 20号

議第 21号

議第 22号

その他

7/ 16 16|翻 23号

(火)

議第 24号

議第 25号

議第 26号

議第 27号

議第 28号

議第 29号

議第 30号

報告事項

議題名等

平成 25年第 1号矯鐙要求事案に係る意見書の受理等について

条例案に対する人事委員会の意見について

平成 25年度第 l回岡山県警察官A採用試験第一次黙験合偽者の決定につ

いて

平成 25年度岡山県職員B傑用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用

試験の実施について

平成 25年度第 2回岡山県笹察官採用試験及び岡山県警察事務職員B採用

試験の実施について

岡山県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範

閣を定める規則の一部改正について

-委員視察について

平成 25年第 1号措置要求事案に係る回答書等の受理及び判定書(案)等

について

不服巾立ての受邸!について

特別休暇の特例承認について

平成 25年度岡山県職員A線用試験第一次試験合絡者の決定について

平成 25年度岡山県警察事務職員A採用試験第一次試験合格者の決定につ

いて

平成 25年度|剤山県職員A採用試験論文試験の諜姐の決定について

平成 25年度岡山県職員A採用試験口述試験の集団対給の課題の決定につ

いて

平成 25年度身体隊害者対象の岡山県職員等採用試験の実胞について

(1)平成 25年職綴別民間給与実態調査の実施状況について

(2)任期付職員の募集について

7/30171議第 31号| 平成 25年第 1号術置要求事案に係る判定書(案)について

(火議第32号| 勤務条件に闘する措慢の要求に関する規則の一部改正について

議第 33号| 平成 25年度第 1回岡山県警察官A採用試験に係る段終合絡者の決定及び

採用候補者名簿の確定について

その他 | 岡山県職員A採用試験第二次試験の実施について

任期付職員の募集について
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月日 (HuD 回 殺事番号

8/ 20 8 議第 34号

(火) 裁第 35号

報告事項

8/27 9 議第 36号

(火) 議第 37号

t珪第 38号

裁第 39号

議第 40号

議第 41号

議第 42号

報告事項

9/3 10 議第 43号

(火) 報告事項

9/ 1 0 
1
11 

I糊 44号

(火) 議第 45号

議第 46号

議第 47号

報告事項

9/1 7 12 議第 48号

(火)

議第 49号

議題名等

本年の人事院勧告に係る人事委員会の対応案について

服員の給与等に関する報告及び勧告について

(1)平成 25年第 1号不服申立事案に係る答弁書等の受理について

総員の給与等に|却する報告及び勧告について

平成 25年度岡山県職員A採用試験に係る最終合絡者の決定及び採用候補

者名簿の確定について

平成 25年度岡山県警察事務職員A採用試験に係る品終合他者の決定及び

採用候補者名簿の確定について

平成 25年度岡山県職員B採用試験及ひe市町村立小 ・中学校事務職員採用

試験第一次試験問題の決定について

平成 25年度第 2回岡山県警察官採用試験及び警察事務職員日採用試験第

一次試験問題の決定について

管理職員等の純闘を定める規則の一部改正について

岡山県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範

闘を定める規則の一部改正について

(1)岡山県高等学校教職員組合からの要求書受取の概要について

職員の給与等に関する報告及び勧告について

(1)平成 25年第 1号不服申立事案に係る反論番等の受理について

(2)全国人事委員会事務局長会議の概要について

(3)笹察本部における一級建築士の募集について

職員の給与等に関する報告及び勧告について

平成 25年度身体障害者対象の岡山県職員等係用試験の訟験問題の決定に

ついて

平成 25年度岡山県職員A採用試験(追加I)の実施について

岡山県職員及び市町村立小 中学校事務職員採用試験実施基準の一部改正

について

(1)中園地方人事委員会協議会次長 ・給与主管課長会議の概要

条例案に対する人事委員会の意見について

(岡山県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例)

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の 部改正について
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月日(暇) 回 議事番号 議 題 名 等

裁第 50号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

9/20 13 議第 5J号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

(金) 報告事項 ( 1 )岡山県職員共闘会議との局長会見の概要

(2)岡山県高等学校教職員組合との局長会見の概要

9/25 14 議第 52号 平成 25年第 1号不服申立事案に係る再答弁書等の受理について

(水) 議第 53号 職員の給与等に|銅する報告及び勧告について

J 0/ J 15 議第 54号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

(火) 報告事項 ( 1 )平成 25年度(上半期)帯情相談の処理状況について

(2)岡山県総員共闘会議との委員会見の概要

(3)岡山県公務・公共業務労働組合共闘会議及び岡山県労働組合会議からの

~if白書受取の概要

J 0/ 1 5 16 裁第 55号 平成 25年第 l号不服申立事案に係る再反論番等の受理について

(火) 議第 56号 平成 25年度岡山県職只B採用試験及び市町村立小 ・中学校事務職員採用

試験第一次試験合格者の決定について

議第 57号 平成 25年度第 2 回岡山県瞥察官採用試験及び筈察事務職員 B~用試験第

一次試験合賂者の決定について

議第 58号 平成 25年度岡山県職員B採用試験及び市町村立小 ・中学校事務職員採用

試験作文試験のri!I!題の決定について

議第 59号 平成 25年度身体障害者対象の岡山県職員等採用試験作文試験の鍬題の決

定について

報告事項 (1)都道府県人事委員会の報告・勧告の状況

J 0/29 17 議第 60号 平成 2ei年度身体障害者対象の岡山県職員等採用試験第一次試験合絡者の

(火) 決定について

報告事項 (1)平成25年第 l号不服申立事案に係る準備手続の|湖1慌について

(2)知事部局臓員に係る解雇予告の除外認定について

(3)平成25年都道府県人事委員会の報告・勧告の状況について

J J / J 9 18 裁第 61号 平成 25年第 i号不服申立事案に係る証人等の採否等について

(火) 議第 62号 不服申立ての受理について
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月日(曜) I回|議事番号 議題名等

議第 63号| 勤勉手当の成績率等に関する協議及び回答について

議第 64号 | 平成 25年度岡山県職員 B採用試験及び市町村立小 ・中学校事務職員採用

試験に係る設終合他者の決定及び採用候補者名簿の確定について

議第 65号

匂第 66号

議第 67号

平成 25年度岡山県職員A採用試験第一次弘験合絡者の決定について

平成 25年度岡山県職員A採用試験論文試験の課題の決定について

平成 25年度岡山県服員A採用試験口述試験の集団討論の課題の決定につ

その他 | ・阿山県職員A採用試験の見直しについて

いて

1 2/3 I 19 I議第 68号 | 平成 25 年第 l 号不II~ 申立事案に係る口頭審思の開催等について

(火議第69号 | 粂例案に対する人事委員会の意見について

議第 70号 | 職務の級の分類の承認について

議第 71号| 給料表の適用範l盟に関する規則の 部改正について

議第 72号| 平成 25年度身体障害者対象の岡山県職員等採用試験に係る最終合陥者の

決定及び採用候補者名簿の確定について

その他 -岡山県警察事務職員の名称変更について

口
市
内
見守

口

写

3

4

5

 

7
・

司

/

門

/

第

第

第

議

議

議

ハU
内
〆ハU/

火

n〆包

r
t、

1
i
 

平成 25年第 1号不!被申立事案に係る口頭審理進行要領等について

平成 25年第2号不服申立事案に係る答弁帯等の受理について

平成 25年度第 2回岡山県笹察官採用試験及び瞥察事務職員 Bf，!，用試験に

係 る最終合絡者の決定並びに係用候補者名簿の確定について

議第 76号| 平成 25年度岡山県職員A採用訟験に係る段終合絡者の決定及び採用候補

者名簿の孤定について

その他 | ・岡山県職員A採用試験の見直しについて

1/8 

(水)

21 I裁第 77号 平成 25年度第 2回岡山県箸察官採用候補者名簿からの採用候補者削除に

22 I議第 78号

ついて

平成 25年第 1号不服申立事案に係る第2回口頭審理の開催等について

岡山県職員倫理条例に係るl憎与等報告書の審査について

(J)教育委員会職員に係る解雇予告の除外認定について

(2)平成 25年度勤務条件等実態調査について

その他 | ・人事委員会議事の見直しについて

-採用試験の見直しについて

1/ 1 7 

(金) 議題 79号

報告事項

一日ー



月日(日程) I回| 殺事番号 議題名等

-岡山県職員A採用試験の見直し

.論文試験の見直し

・警察官採用試験の見直し

号

号

号

n
u

'
I

n/】

0

0

0

6

0

6

 

第

第

第

議

議

議

内ふη
4
 

n
u
 

/

問

ワ』 平成 25年第 ]号不服申立事案に係る第 2回口頭審理進行要領等について

初任給調整手当に関する規則!の一部改正について

岡山県職員及び市町村立小 ・中学校事務機員校、用試験論文試験 ・作文試験

実施要領の一部改正について

議第83号| 普察職員採用款験に係る笑胞基準等の一部改正について

議第 84号| 平成 26年度岡山県職員等採用試験実施計画について

報告事項 I ( I )平成 25年第 2号不服申立事案に係る反論舎の受理等について

その他 | ・人事委員会議事の見直しについて

-岡山県職員A採用試験のよL直しについて

2/ 28 

(金)

24 I ~荏第 85 号

議第 86号

議第 87号

議第 88号

条例案に対する人事委員会の意見について

岡山県職員特殊勤務手当の運用についての一部改正について

職務の級の分頻の承認について

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則lの

部改正について

議第 89号| 期末手当及び勤勉手当の運用についてJtびに管理職手当に関する規則第 2

条ただし書きに規定する職等の指定についての 部改正について

議第 90号

議第 91号

議第 92号

報告事項

臓員の昇任及び採用の選考について

警察職員採用試験に係る実施要領の一部改正について

平成 26年度第 1回岡山県警察官A採用者t験の実施について

(1)平成 25年第 1号不服申立事案に係る段終陳述書等の受理について

3/3 125 I議第 93号| 平成 25午第 1号不服申立事案に係る第 2回口頭審理制番の送付について

(月議第94号| 岡山県人事委員会議事規則の 部改正について

議第 95号| 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用についての一部改正につ

いて

議第 96号| 地域手当の運用についての一部改正について

議第 97号| 職員の昇任及び線用の選考について

報告事項 I (1)自治労岡山県本部からの要求書受取の慨要

その他 | ・岡山県臓員A線用試験の見直しについて(適性検査)
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月日(曜) I回|議事番号 議題名等

3/14 

(金)

26 I議第 98号

議第 99号

議第 100号

平成 25年第 1号不服申立事案に係る裁決書(案)について

岡山県県費負担教職員の給与に関する規則等の一部改正について

通勤手当に関する規則等の一部改正について

議第 101号| 復職時等における号給の調整についての一部改正について

報告事項 I (1)岡山県高等学校教職員組合からの要求書受取の械要

(2)峨員の採用の選考について

その他 | ・岡山県職員A採用訳験の見直しについて(第一次面接の実施案)

3/20 127 I議第 102号 | 職務の級の分類の承認について

( 木 議第 103号| 企業職員の任用に隠する職務の級について

3/24 

(月)

議第 104号

議第 105号

議第 106号

議第 107号

議第 108号

議第 109号

議第 110号

議第 111号

議第 112号

28 I ~産第 113号

議第 114号

議第 115号

職員の昇任及び採用の選考について

岡山県民l費負担教職員の給与に関する規則等の一部改正について

通勤手当に関する規則l等の一部改正について

宿日直手当に関する規則の運用についての一部改正について

宿日直勤務の承認について

通勤手当(新斡線鉄道等利用)に係る人事委員会の承認について

岡山県臓員及び市町村立小・中学校事務服員採用試験に係る口述試験実胞

要領等の制定及び廃止について

平成 25年第 1号不服申立事案に係る裁決蓄(案)について

平成 26年4月 1日人事異動に伴う協議について

職員の昇任及び採用の選考について

平成 26年4月 I日人事異動に伴う協議について

平成 26年4月 I日人事異動に伴う事務局職員の任免について

議第 116号| 職制改正等に伴う人事委員会規則等の一部改正について

議第 117号| 岡山県人事委員会事務局処務規程の一部改正について

議第 118号| 給料表の適用範l濁に係る人事委員会の承認について

議第 119号| 管理職員等の範囲を定める規則lの一部改正について

議第 120号| 任期付職員の採用の承認について

議第 121号| 平成 25年第]号不服申立事案に係る裁決書(案)について

議第 122号| 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則lの一部改正について

報告事項 I (J )岡山県職員共闘会議ーからの要求書及び要請書受取の概要
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第 2 章

事務局の組織及び分掌事務等
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型王

j悲

務
審
査
Ji)J 

五古

与

班

第2章事務局の組織及び分掌事務等

1 事務局の組織

工総括主幹

主事

局長 一 一 」
同)イ二主任

総指主任

主事

2 事務局職員の定数及び現員

人事委員会事務局の職員定数 11人

人事委員会事務局の職員現員 11人

〔岡山県職員定数条例第2条6号]

3 事務局の事務分掌

事 務

1 

総括主任

分

2 
事務事局委の事会務のの会総合調整に関すること
人 員 議及び議事に関すること

3 事務局職員の任免その他人事に関すること

4 事務局職員の信利厚生に関すること

十仁二
主事

掌

5 公印の管守並びに文書及び物件の収受・発送及び保管に関すること

6 予算経理及び物品出納に関すること

7 不利益処分の不服申立てに関すること

8 勤務条件に関する措置の要求に関すること

9 分限・懲戒及び服務の手続に関すること

10 勤務時間その他の勤務条件に関すること

11 労働基準監督に関すること

12 退職手当審査会に関すること

1 給与等に関する報告及び勧告に関すること

2 民間給与実態調査に関すること

3 職員給与実態調査に関すること

4 給料表に関すること

5 諸手当その他給与制度に関すること

6 初任給・昇格・昇給等に関すること

7 給与支払いの監理に関すること
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採用試験に関すること

選考に関すること

臨時的任用に関すること

職員団体に関すること

苦情相談に関すること

-
A
η
L
内

O

A
吋
・

Fh
υ

{壬

用

班

事務局職員一覧表(平成25年4月l日混在)

所属職名 氏名 備考

局長森 伸之

次長 花田修

筆宣主墜 小川美雄

総務審査班 王ェ 事任 一 吾官 一百凶一一一EZ 一頭十 字扇一一 一一

給与斑 益王主括主佳任事 手夜藤平 百通本 I賀展恋 - Z子隆正

任用斑 至総括主任互 奔吉 上見 1桂専 子登

主 1事2ι 立 石 フじ 太

4 

5 人事委員会規則の制定改廃状況

(資料2)のとおり

6 条例の制定・改廃に関する意見の聴取状況

(資料3)のとおり
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7 平成25年度の予算の状況
(資料4)のとおり



(資料2)

人事委員会規則の制定改廃状況

規則 公 布
規 買IJ 名 内 :t才で-

施行年月日

番号 年 月 日 (適周年月日)

17 25.5.17 
給料の調整額に関する規則の ー部を改 近年の業務委託等に伴い、所要の改正

公 布 日正する規則 を1Tう。

岡山県職員給与支給規則及び公続的
公益法，、の名称変更に伴い、所要の改

18 25.6.11 法人等への職員の派遣等に関する規
正を行う. 公布日

則の一部を改正する規匝'1

岡山県が公平委員会の事務を受託して 関係市村における組織改正等に伴い，

19 25.6.28 いる地方公共団体の管理職員等の範 管理職員等の範聞について改正を行 公 布 日
図を定める規則の 一部を改正する腕則 う。

20 25.8.23 
勤務条件に関する措置の要求に閲する 規定の盤備を行うために所要の改正を

公 布 日規則的 部を政正する規則 j一7フ。

21 25.9.10 
管理職員等の範囲を定める規制の ー郁 職の新抜目改廃に伴い，所要の改正を

公 布 日を改正する規則 行う.

岡山県が公平委員会の事務を受託して
関係市における人事異動に伴い，管理

22 25.9.10 いる地方公共団体の管理職員等の範
職員等の範囲について改正を行う。

公布日
聞を定める規則の 部を改正寸るi究員'1

23 25.10.1 
初任給昇格、鼻給等の基準に関する 人事評価結果等の反映に伴い、所要の

25.10.1 規則の 部を改正する規則 改正を行う。

24 25.12.17 
給料表の適用範囲に関する規制の 倉敷まきび支緩学校の新設に伴い、所

26.1.1 部を改正する規則 要の己主正を行うむ

初任給調整手当に闘する規則の 部を
獣医師に係る初任給調整手当について

26.2.25 改正する規則
の条例の改正に伴い、所要の改正を行 26.4.1 
う.

外国の地方公共団体の機関等に派遣さ
派遣職員の給与の支給割合の算定方

2 26.3.18 れる職員の処遇等に関する規則の e部 26.4.1 
を改正する規則

訟について具体的に規定する。

岡山県人事委員会続事規日'1の 部を
人事委員会の権限に属する事項につい

3 26.3.18 改正する規則
て香員長が専決処分できるよう規定寸 26.4.1 
る。

4 26.3.25 
通勤手当に関する規則の 部を改正す 研究休職や外国派遣の対象となった職

26.4.1 る規則 員等について、所要の改正を行う。

5 26.3.25 
住居手当に関する規則の 郁を改正寸 研究休職や外国派遣の対象となった職

26.4.1 る規則 員等について、所要の改正を行う。

6 26.3.25 
単身赴任手当に関する規則の 部を改 研究休職や外国派遣の対象となった職

26.4.1 正する規則 員等について、所要の改正を行う。

7 26.3.31 
岡山県県費負担教職員の給与に閉す 学校の廃校等に伴い、所要の改正を行

26.4.1 る規則のーー部を改正する規則 う。

B 26.3.31 
寒冷地手当に関する規則の 郁を改正 学校の廃校等に伴い、所要の改正を行

26.4.1 する規則 うc

-14-



(資料2)

人事委員会規則の制定改廃状況

規則l公 ;{Ii 
規 貝'1 名 内 容

施行年月日
番 号 年 月 日 (適周年月日)

9 26.3.31 
特地勤務手当等に関寸る規RIIの一部を 学校の廃校等に伴い、所要の改正を行

26.4.1 改正する規則 フ。

10 26.3.31 
公益的法人等への職員の派遣等に閲 職員を派遣することができる公益的法人

26.4.1 する規則の ー部を改正する規則 等を削除する.

管理職手当に関する焼則のー部を改正
職の新設又は廃止等に伴い、管理職手

11 26.3.31 する規則
当を支給する職及びその区分毎の改正 26.4.1 
を行う。

12 26.3.31 
管理職員等の範囲を定める規則の ー部 職の新絞・改廃等に伴い，所要の改正

26.4.1 を改正する規則 を行う。

-15-



(資料3)

条例の制定・改廃に関する意見の聴取状況

年 月 日 条 炉l 案 意 見

25.5.15 
岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例

異議なし
(岡山県職員給与条例の一部を改正する条例に限る。)

職員の給与は、本来、地方公務員法に定め
る均衡の原則及び情勢適応の原則等に基
づき決定されるべきものであるが、本県にお
いては、極めて深刻な財政状況を理由に、
長きにわたって給与の決定原則に反した特
例措置が行われてきており、本委員会として
は、これまでも、特例措置の早期解消を繰り
返し述ベてきたところである。
こうした中、平成25年度から本来の原則に

25.6.10 職員の給与等の特例に関する条例 よって職員の給与が支払われるようになった
矢先に、固からの要請を受けて特例措置が
行われることは、地方公務員法に定める給
与決定の原則に反するものであり、誠に残
念であるばかりでなく、職員の士気に及ぼす
影響も危倶される。
しかしながら、本県の行財政運営を考慮した
上での平成25年度限りの特例的な措置であ
ることや、主要な職員団体も受け入れている
ことなどから、やむを得ないものと考える。

25.9.17 
岡山県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する

異議なし
条例

岡山県職員給与条例の一部を改正する条例 異議なし

25.12.3 

岡山県職員給与条例及び岡山県職員給与条例等の 部
部に勧告の内容と異なる部分があるが、

を改正する条例の一部を改正する条例
諸般の事情を勘案すればやむを得ないもの
と考える。

知事等の給与の特例に関する条例 諸般の事情を勘案すればやむを得なしもの
(一般職の職員に適用される部分に限る。) と考える。

26.2.28 

岡山県職員特殊勤務手当支給条例の一郎を改正する条例 異議なし

-16-
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(資料4)

当初予算額事項別一覧表

分 平成24年度
I賀

Ijl: 宅頁 名 予算額

D 人事委員 会 費 6.838 

人事委員会事務局
D 14，857 

運 ザ】 Z奇

D 
人事委員会事務局

98，533 
早世 員 'I'~ 

基準行政運営費
120.228 

(事務局合計)

平成25年度の予算の状況

(単位千円)

財源内訳 平成25年度 財源内訳 対前年比
説予算制 IlFJ 

特定 一般 特定 一般 (%) 

(委報員酬報額酬)等経費平成23年4月l日改定

委員長日額 35.000円(条例単価)
6，838 i，509 7，509 109.8 月額 45.000円(条例単価)

委員日額 30.000円(条例単価)
]1傾 35，000円(条例単価)

人事委員会事務局運営費 13，976 

受託公平委員会事務費 468 

l口市 12町村39一郎事務組合に係る
公平委員会の受託事務費(年額)

472 14，385 14，444 468 13，976 9i.2 市 30千円/年

町村 9千円/年
(職員数100人以上)

町村 6千円/年
(職員数100人未満)

一部事務組合 2千円/年

98，533 91.614 91.614 93.0 人{牛'iI' 11名分

4i2 119，756 113，567 468 113，099 94.4 
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任用関係業務
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ー由

1採用試験

( 1 )実施日程

1tA: 験 名

岡 山 県 111世 員 A 採 用 試 験

岡山県職員 A 採 用 試 験 (適 IJ11 ) 

岡 山 職 ~4 B 採 用 試 験

市町村 立 小 ・中学校事務職日採用試験

身体障害者H立品対象の

岡市町山村県 員小 ・中学校事務職員 採用試験

4(事男成性務 ・官女性探 A ) 

(平 25年10月用)

撃(事男性察・官女性 A) 

岡山県唱警察官等採月J試験 警察事務職員 A

普(男性察 ・官女性 A) 

害(事男性察 ・官女性 B) 

警娯事務職員日

第 3章

ノ~，、乃て 日

4月26日

9月 20日

7月 11日

8月23日

3月 13日

4月26日

7月 11日

7月 11日

任用関係業務

第 一 次試験日
申込受付期間 第 二 次試験日 最終合協発表日

試 験 4z2=h z 上品

6月30日
5月 8日 |岡山大学大 B 月 4日 8)i 28日
~ 5月30日 明 治学院学 ~ 8月 7日

9月20日 1 1 月自 3 日 12月 2日 12月 11日
- 10月 18日 岡山県 治研修所

8月 l日 9月29日 11月 l日 11月 20日
~ 8月21日 岡山大学 11月 5日

~ 11月 7日

8月 23日 10 月自 20 日 11月 16日 12月 4日
~ 9月2i日 岡山県 治研修所

5月 12日
3月 13日 岡山朝日高校 7月 11日 7月31日
~ 4月 15日 5月 11日、察18日 ~ 7月 15日

岡山県磐 学校

4月26日 6月 30日 8月 15日 8月28日
~ 5月30日 岡山大学 ~ 8月 16日

9月22日
岡山大学

7月 11日 9 月21 目笹、23 日 11月23日 12月 11日
~ B月21日 岡山県 察学校 ~ 11 月26日

7月 11日 9月 22日 11月23日 12月 11日
~ 8月21日 岡山大学 ~ 11月 26日



N 
o 

( 2 1受験資格及び試験方法

試 験 区 うま :'liム 験 資 絡

く v;~ 職炭員建化 A> 
. 1昭和 58年4月2日から平成4年4月 l日までに生ま

行政木、 学業 、JE業、 れた者
士 、 土木、

平成4年4大月認学2に日卒め(短以業る期降者見大に込を学生み含まをむの除れ者。たく)者)はでを平，卒成学業2校6し年教た3 育林業、 築、電気 法によ等まる 。
県 者(同と 又

月31日で

く県職員 A(追加l> 昭和 58{1'4月 2日から 平成4年4月 l日までに生ま
土木 れた者

平成4年4月学認2に日卒め(短以業る期降見者大に込を学生含みをまのむ除れ。者たく)者)はでを平，卒成学業2校6し年教た3 育1土による大 。
者(同等と 又
月31日まで

事く務県職員日 〉
平成4者学を年。含を4月2日かはらを学平平卒校成成業教82年育4月 l日までに生ま時晶 れた ただし ， 法による大学(短
期者大ー 除く) した者 間等と認め
る む者。ー)文 6年3月31日ま でに卒
業見込みの を除く 。

只 A -昭和 63年4月2日から平成4年4月 l日までに生ま
市町村立小・中学校 れた者
事 務 町品 員

B -平成者4年4月2日から平成8年4月 l日までに生ま
れた

等
身体隙害者を対象と

①自き自昭身活'"力る手れ体字0者で5障印たで8通4者高刷手鋤4軒文次月がにに2で艇よ日偽きかのるげ}交出らる介幽平付全被に成をて者8受対の年な応け要4 ß1てでし件に~きを日臓るる満ま務者者たで遂寸に行者生で

した

校市県職町事員村務職立小員 ・中学

者4 務 -g. 八

-昭和05に(7日同年よま等4るで月と大に2認学日卒め以(業短る降見期者に込大を生み学含まのをむれ者除。たく)者又。で，を学卒成校業 教(男 性)
育た者法 は)平 25年し望書 平成 25年 10fl 採用
9月3

祭

{ 邑

等
警 女5察年 性官 A

-同上

平成 25 if 1 0月採川

第 次 試 験 第 次 試 験

教義択試験式
2時間 30分

-論文述試験験
口試

-専門試験式
択一 2時間

-適性検査

-教養択試験式
21時r:n -論述文試験験

ロ試
-専門試験式

択一 211寺IIH
適性検査

教義択試一験式 -作文試験
2時間 口述試験

-適性検査

-教義試験式 作文試験
択一 211寺問 口述試験

-適性検査

-教義択試一験式 口述体試験査
2時時間 身検 2

-論適身体文試験
111# nn 

性検試

・資絡力体加検験査査点 1 
311寺!日l程度

同上 向上



試 車貴 区 長〉 具Jええ 験 資 t事 第 次 試 験 ~ヲ， 次 試 験

響
(男察 性官) 

A 

-昭和 58l年よ(固同4るま月等大で2と学日に認以卒(め降短業るに期見者生込大をまみ学含れのをむ者た|除。者・く)で ， 学を成校卒教業
教義択試一験式 口述体試験査

育法に
2l時時間flf1 

-身検 2
した者 文は①平 26

論理喜文被験費年3月3 性検制;

力体絡検加験査点 l 

3時間程度

警

瞥
(女察

官 A 同上 -向上 向上
性)

察 警
(男祭

官 B 昭和J58年4月2日から験平資成格8上年4月 l日までに生ま -教養試験式 口述試験
性) れた者者で 。 Aの受 記(①)に該当し 択一 2時時間 -身体検査 2

ない
-適体身作文試験

III!i I削
性検試査

3時間程度
官 ・資格体カ加検験査点 1 

警
(女察

{ 巳 B -向上 向上 -同上
性)

等
望事祭事務職員 A -昭和58年4月2日から平成4年4月 l日までに生ま -教義択試験式 口述紋験

れた者 21 時時間間 30分

-平liX4年"大月学認2に日卒め(短以業る期降者見大に込を学生含みまをのむ除れ者。たく)。者文)はでを平，①卒成学業2校6し年教た3 育
-論適性文試検験査

法者によ等る
(同と

月31日まで

警察 事 務職員 B -平成4年4月2日から験平資成絡8年上4月 l(日①ま)でに該生当ま 教義択試験 口述試験
れた者者 で、 Aの受 記 に し 一式 2時間1
ない

-・ 適作性文試検験査
11時間

N -

県職員 Bについては約9%減であった。
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(4 )平成 25年度試験概要
①(県級員関係等)

" 
用申込者

鼠健全名 "聴区升 予定者

〈人〉 {人}

県睡周 A
政

1153) 
tテ

24 40' 

行政 l情相)

公示 4月"81" 司区
1 5) 

-l1. 6月308 32 

ー広告 格 負荷 1月 118
街 '" 

二次

ERSE』 EERR?4E日 .. ヨ民
(¥ 3) 

2 32 

土 沖:
1 8) 

ニ試合陪 抗 告 ;BR n目 11 39 

農車土'"
1 2) 

2 9 

進 産

跡 '" 
1 2) 

3 6 

~ 鏑
1 1) 

2 7 

;; 気

3 17 

" 
(184) 

48 5.6 
県置帽.，追加}

公，. SR %0日 土 ( 3) 

'" -，実 11月3日 3 55 
一白書 随員聖 :11月四日

ニ'" 12R 2日
11 

1 3) 
ー試合格鈍費 :!Z月 11日 3 55 

IU 白B

公均F ?月 11日

ー次 軍用298事
続

(21) 

一広告 格Rヨ!t:l日J同"日 7 60 
二次 11月1日

11月も日-11同7目

ニ抗告格見 里 ・JI R 20目

" 
121) 

7 60 
市町村立小ー中字経事現 1174 ) 

A 
{県量tJB ~同じ} 12 357 

8 
(371 

11 92 

2す
(211) 

23 449 
.It問書音対車

県匝買 {事再)
( .) 

公矛 t月13. 4 16 

-z)( 叩月 !sS -)、 ‘中竿控 ( 4) 
ー棋会 碍員賓 :10月 30日 事事主

2 15 
ニ玖 H司"日

" 
( 4) 

ー試合格持畳:12月 4日 6 )6 

.. ~ m ー写会計
(423) 

87 1. 126 

" 合 H 
(1. 013) 

260 3.080 

受 験 者

〈人〉

198) 

276 

1 2) 

21 

1 9) 

2' 

1 3) 

20 

5 

1 2) 

8 

1 1) 

5 

13 

(115) 

370 

( 1) 

.0 

1 11 

40 

(18) 

50 

(18) 

5G 

(122) 

246 

(29) 

80 

((51) 

326 

( .) 

1. 

( ') 

13 

( 4) 

14 

(289) 

800 
1679) 

2.131 

受 験目白 揚 - ，え 第 二 ' "金 "鼠 争 串 符 JIl . 

会給者受験者 会格者 -・_..
〈払} 〈人〉 〈人) 〈人〉 〈偽〉 {人〉

114) 113) 1 7) 1 6) 

68.3 73 71 30 9.2 24 

65.6 4 3 2 10.5 

11l ( 1) 11l (1) 

75.0 8 8 2 12.0 

1 3) 1 3) 1 3) 1 2) 

51.3 17 16 9 2.2 7 

55.6 4 4 z 2.5 E 

1 1) ( 1) 1 1) ( 1) 

100.0 3 3 3 2.0 3 

( 1) ( 1) 

71.4 3 3 2 2.5 2 

76.5 9 8 3 4.3 3 

(20) (19) (12) (¥ 0) 

67. 8 121 117 53 7.0 .3 

72.7 21 15 7 5.7 7 

72.7 21 15 7 5.7 7 

( 8) 1 8) ( 5) ( 5) 

83.3 21 20 7 7.1 ? 

(町 1 8) 1 5) ( 5) 

83.3 21 20 7 7.1 7 

(16) (181 (10) ( 7) 

68.9 ， 1 36 17 14.5 12 

(14) (14 ) 1 7) ( 7) 

87.0 40 40 15 5.3 11 

(30) (30) (171 (1，) 

72.6 81 76 32 10.2 23 

( 4) ( 41 ( 3) ( 2) 

87.5 13 12 4 3.5 3 

( .) ( ，) 

86.7 13 12 2 6.5 2 

( 4) ( 4) ( 3) ( 2) 

67.5 13 12 8 t.3 5 

(62) 161 ) 137) (31) 

71.0 257 240 105 '{.6 85 
1243) 1224) 195) 181) 

69.2 962 870 327 6.5 269 

注 ( )は、女性で内数 身体障害者対象採用試験の計は、併願者を l人分として計上
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②(警察関係)

S象 周申込者 安岐.受験写 簿一次 第二l!Cd号 終盤争 E lil .. .. 

試験名 試 験 区 分 予定者 色 格 音 受終審 色籍者 ......"... 
(人〉 〈人) {人) !%) 〈人〉 〈人} t人) 〈僑〉 〈人)

第 l匝普習官 警~ 官 A

{男 f主)lU月 25 156 113 12.4 80 75 28 4.0 26 
公尽 3月lJ日 警事官 A

ー-z欠 E月12日 {女性)10月 5 31 19 61. 3 14 14 6 3.2 4 

5月1¥， 18B小 E↑ 
30 187 132 70.6 自4 89 34 3.9 30 

-l!C歯棺究費 6月 l'日 響 官 官 A

二次 ?月 11日-1.目 (男 性 )，月 46 417 277 66.4 190 163 71 3.9 49 
ニ試合格提表， 1月'1日 警察官 A

[女性)4月 11 126 76 60.3 51 45 15 5.1 12 

Eす
57 543 353 65.0 241 208 86 4.1 61 

It 
( 157) (自5) (65) (59) (21 ) ( 16) 

87 730 485 r 66.4 335 2白7 120 4.0 91 
智帯事務面員 A

公朱 4月26日

-l!C B月"日 警 務 事 務 (245) (J 73) (50) (47) (20) (J 8) 
-"合格提費 1丹 11日 臨 員 A 16 435 313 72.0 82 72 21 14.9 19 
二次 E月l'回-16日

ー次官格持費 8FJ288 
第 2回警醇官 苦言宵 A

管努事務..員 B (男 性 } 25 263 171 65.0 98 94 30 5.7 27 
管事官 A

公示 7月11日 { 女 性 } 6 62 29 46.8 19 18 7 4. 1 7 

ー次 自月"日小 It 
31 325 200 61. 5 117 112 37 5.4 34 

9，1HI. 23日 警 務官 B
(男性 1 30 311 219 70.4 116 104 32 6.8 29 

-"骨格拘貰:I D月 16日 官帯官 B
ニ抗 11月"日-26日 t女性} 5 75 52 69.3 28 26 自 5.8 8 
ニ訳合格貴賓:IUl'11B

'1、 :t 
35 386 271 70.2 144 130 41 6.6 37 

普 察 司修 務 (51) (41) (19) (13) ( 1) (1) .. 買 8 4 78 62 79.5 27 19 3 20.7 3 

It 
(188) (122) (66) (57) (17) (16) 

70 789 533 67.6 288 261 81 6.6 74 

警察官A
(22) (219) ( 124) (84) (77) (28) (23) 
118 1. 055 685 64.9 452 409 157 4.4 125 

寄宿官It 誓醇官B ( 5) (75) (52) (28) (26) ( 9) ( 8) 
35 386 271 70.2 144 130 41 6.6 37 

合計
(27) (294) (176) (112) (103) (37) (31) 
153 1. 441 956 66.3 596 539 198 4.8 162 

その地警察 嵯 員 It
(296) (214) (69) (60) (21) (J 9) 

20 513 375 73.1 109 91 24 15.6 22 

響 察 合 l' 
(590) (390) (I811|(im (58) (50) 

173 1. 954 1. 331 68.1 705 I 630 222; 6.0 184 

注 ( )内は，女性で内数
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( 5 )採用試験実施結果一覧

M 23年産 2 4年産 2 5年度
験 拭轄区分
名 申込者 聖職者 合格者 J重用審 申込者 受輯審 合棺'" 採用者 申込者 費轄者 合格者 採用者

H 日
(187) (98) 1I日 (10) (167) (99) (11) (8) (153) (98) (7) (6) 
527 313 29 21 445 282 3< 29 <0< 276 30 2< 

~7 日
{情柑}

It 学
113) (7) 10) {目) (9) {日 (0) (0) (日 (2) (0) 101 
67 43 6 s 44 27 3 3 32 21 2 

面 生
1181 1151 121 121 1101 161 131 121 

2< 19 2 2 15 II 4 3 

県 居 ，院 1131 191 1I1 1I1 
32 2< 2 

職 土 木
1 <1 (!) 111 1I1 1¥1 121 1I1 11) 181 131 (31 (2) 

39 16 8 7 36 21 ? ? 39 20 g 7 

員 車業土木
121 1I1 1I1 101 101 101 121 101 10) (日)

7 3 4 3 g 5 2 E 

A 吾 産
1¥1 131 111 1I1 
13 7 E 2 

4本 111 
121 121 101 101 121 121 1I1 1I1 
4 4 B 6 3 3 

埋 集
1¥) 121 1I1 1I1 121 121 1I1 111 (1) 111 (0) 101 
13 7 3 3 g 8 E 2 ? b E 2 

"司也、 気
101 101 (0) (日} 111 (1) 101 101 101 101 101 101 
29 21 4 4 20 1< E z 17 13 3 3 

E↑ 
(229) 112< 1 119) 1I <) 1202) 11201 (17) 1131 118< 1 11151 1121 1101 
706 <22 52 <3 590 375 56 50 546 370 53 <3 

県
土木(追加〉

(3) 1I1 (日} 101 
職 55 40 7 7 
員

It 131 1I1 101 101 
A 5¥ 40 7 ? 

県
事 務

1211 (19) 121 121 1271 1201 131 131 1211 (18) 151 151 
磁 42 38 3 E 66 54 8 8 60 50 ? 7 
員

'1、1↑ 1211 1191 121 121 1271 1201 131 131 1211 1181 151 151 
B <2 38 3 E 66 54 8 g 60 50 7 7 

小中学校 12351 11601 1111 161 11871 II!ヲ) 1101 181 1174) 11221 1101 171 
事務酷J!A <08 296 15 s 3<3 233 16 13 357 246 17 12 

中
小・中旬詳桂 1491 1371 191 181 1501 1391 111) 1101 137) 1291 17) 17) 

掌

校
事暗脂且 B 83 66 15 13 101 83 16 14 92 80 15 II 

事轄 ，1、1I 128') 11971 120) 1I ，) 1237) 1166) 121) 118) 12111 1151) (17) 114 ) 

'91 362 30 22 444 316 32 27 449 326 32 23 

!t 県1I'd! (2) (2) (1) (1) 151 (5) (1) 111 (4) 1'1 (3) (2) 

体
(事務) 14 1 ， 4 3 19 18 4 3 16 14 4 3 

陣 市町刊立 (0) (4) 1<1 10) (0) 
害 小中学!!，

者 事貌職員 。 15 13 E 2 

対 (5) 151 (1) (1) 141 14 ) 13) 121 
象 小t十

19 18 4 3 16 14 8 5 

lt職員等 (536) 13421 (42) 1311 1411) 1311 ) <421 (35) 1<231 (289) (37) 131 ) 
合 E十 l， 253 836 89 10 L...l.1J 163 100 8' 1. 126 800 105 85 

※(  )は女性で内数
※身体障害者対象採用試験の計は、併願者を l人分として計上
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民 23年鹿 2 4年度 25年度
騎 試轄区分

名 申込書 受聴者 合格者 採用者 申込者 受験者 合格者 採用者 申込者 萱軸者 合格者 採用者

警察官
A 

190 1" 21 25 122 1.2 " 3D 156 113 28 26 
〈男性)
10!l採用

5 

警察官
A 

H 2' 6 6 35 15 4 4 31 " 6 4 
〈女性〉
10月2量用

E 

警 A 

<D '23 330 67 4i 488 348 76 " 41? 277 71 .9 

警察官
A 

察 〈男性)
4月録用

o .05 24? 32 29 341 217 31 " 263 171 30 21 

宮 B 
291 195 36 33 m 196 3s 31 311 219 32 29 

A 

<D 141 75 10 10 156 88 11 ? ! 26 76 15 12 
苦需宮

A 
(女性〉
4月採用

，z> 101 53 ? 7 105 ら7 10 8 62 29 7 ? 

B 

8' 51 8 6 91 5' 6 b 75 51 g 8 

tす
(372) (203) (29) (29) (387) ( 218) (31) ( 25) (29. ) (17B) (37) (31 ) 

1，751 1， 107 191 16' 1，673 1， ! 28 206 162 1. 441 956 19' 162 

警察事務A
(40 J) ( 290) ( 11) (9) ( 309) (221 ) ( 6) ( &1 (245) ( 173) ( 20) ( 18) 

733 50' 18 14 608 42s 8 6 435 313 21 19 
警

(52) (40) ( 2) ( 21 ('I ) 141 ) (1) (1) 
察 曹努事務 B

車 70 53 2 2 ?8 62 3 3 

務 ( 01 ( 01 (0) (0) 
職 身体障害者

員
2 2 

小計
(4!i3) (330) (I3) (11 ) ( 306) (221) (6) (5) ( 296) ( 214) (21 ) (19) 

'03 561 20 16 610 '28 g 7 513 3?5 2. 22 

警察官帯 1m) (533) (<2) (40) 16931 (.39) (37) ( 30) ( 590) (390) ( 58) ( 5日)

合 It 2，554 1，668 211 180 2，283 1.556 m 169 1.1154 1. 33 J 22! 18. 

※(  )は女性で内数
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2 採用及び昇任の選考結果

桔軒褒 怪周組
障問 昇任

知事 教育 書寝 企業局 盟会 その他 合計 知事 教育 曹曜 企業局 担金 その他 合計

9 4 4 

8 12 

7 30 3 2 31 

6 2 7 2 11 64 23 4 2 94 

行政厳 5 2 2 4 181 25 8 3 3 22C 

4 4 

‘ 
119 19 7 6 151 

3 2 5 1 8 63 20 26 1 111 

2 2 14 9 11 2 102 

54 55 2 2 

5 1 

4 3 3 

研究取 3 9 9 

2 4 4 

2 3 

4 

医剣院院 3 
(-) 2 4 4 

1 2 2 

7 1 

6 1 

5 5 2 7 
匡後腹

4 4 2 6 
〈ニ}

3 4 1 5 

2 6 7 13 

6 4 4 

5 

医彼腺 4 4 4 
(三) 3 2 2 

2 4 4 

9 5 5 

8 6 6 

7 8 8 11 11 

6 7 7 

公安脹 5 

4 9 9 

3 4 4 

2 

1 

合計 16 21 31 140 596 104 92 16 4 2 814 
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給与関係業務
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第4章給与関係業務
1 職員給与の実態
平成 25年 4月 1日現在における一般臓の職員(現業職員、企業職員等を除く 。)の給与等の実態を調査

した。

その結果は、次のとおりである。

(1) 給料表別、性別、 学歴別の職員構成

歴 日IJ車よ¥ミォ 性 日IJ "ピrー

言十
大学卒 短大卒 I筒校卒 中学卒!JH生 女性

職員数
人

22，855 13，961 8，894 19，475 915 2，451 14 
全給料表

構 成比 100.0 61.1 38.9 85.2 4.0 10.7 0.1 

職員数
人

5，068 3，577 1，491 3，442 383 1，230 13 
行 政 ~ií\ 

% 
も育 成比

22.2 70.6 29.4 67.9 7.6 24.3 0.3 
ーーー・-----------・・-----------------自由ー---- ------・・・・・・・ -・・---------------・ーーー・・・・・ -・・_._.. _. ----"・.-----・・ーー..ー------------

職員数
人

3，484 3，200 284 2，192 161 1，130 
公 安 月議

q 

構 成比
15.2 91.8 8.2 62.9 4.6 32.4 。。

ー・-------------・・--------..ーーーーー-ーーーー・・ー・ ー・.--_. -----------_. ----・ ー・------------・・-----------------.-・・.・・b・------------ー
人

職 員 数
3，983 2，462 1，521 3，796 97 90 

教育職 (ー)
需

構 成 比
17.4 61.8 38.2 95.3 2.4 2.3 

"・._---------ーー・--------ー・-------------- -・・--------ーーーーーーーーーー・------・・・・・---_.ー， ----・・...・_.--ーー-ーーーーーー------・・----------

臓 員数
人

44 25 19 44 
教育職(二) 。!

構 成 比 。.2 56.8 43.2 100.0 
ーーー・----_. -----・・・・・・・・・.... .・ ー・・ー・ .咽..・ーー・・・・・・・-・・・・・・・・・-----...・ーーーー・・・・・ -・・--_. -_. -_.-...・ー・・・・ー-----_....炉-------

人
職員数

9，706 4，396 5，310 9，486 220 
小中教育級

% 
構 成 比

42.5 '15.3 54.7 97.7 2.3 
----・----------ーー---------・・-_. ---------- --------------------ー・---------------.問自由 ーー・ 畠..・..ーーー ー--------・._----・・・・・・・--_.-

人
戦 員数

218 194 24 215 2 
研究 職

% 
構 成 比

1.0 89.0 11.0 98.6 0.9 0.5 
・・.・ーーーーーーーー・・...ー・.. -・・・・----------- ...・ー，ーーーーーーー ----・・・・・.----------_. -----ー・ー-ーーー・・...ー...・------唱・・..ー・._._-------

人
験員数

25 17 8 25 
医療職(ー)

前
構 成比

0.1 68.0 32.0 100.0 
--_..._-_..ーーー ・・・・・・・b・ -・ー・.---------ー・b・・b・・・・・・・・." --------_. -_. ーーーーー-ー・・・・..--------------

人
職員数

233 89 144 190 43 
医療職 (二)

% 
構 成比

1.0 38.2 61.8 81.5 18.5 
."....・ー.----ーー・--------ー -・・------------- -・・・・・・・・・..ーーーー・------_. --ー・--------_. --ー...ーー噌ー噌・ーーー. .・ー・・ーーー-----・---_. -----_. 

人
職員数

94 93 85 9 
医療機(三)

明
構 成比

0.4 98.9 90.4 9.6 

注 1 再任用職員、任期付職員は含まれていない。

注 2 構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合がある。
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( 2 ) 給料表別の平均給与月額等

齢|経験年数11給 言十よ ぐ|職員数|年
議

43.1 20:11 356，63: 

ノ、

全 給料表 22，855 

11，387 356，358 行 政 5，068 H能 43.2 21.0 338，690 

公 安 3，484 ~i員 38.5 17.1 322，284 

教育職(ー ) 45.1 22.1 384，502 3，983 

教育職(二 ) 42.2 19.0 370，527 44 

小中教育股 44.0 21.1 367，126 9，706 

研 究 43.6 町佐 19.2 360，785 218 

医療 Ir~ ( ー ) 44.9 16.7 458，152 25 

医療職(二 ) 18.3 329，312 233 42.4 

医療職(三 ) 43.6 20.7 358，740 94 

料|扶養手当1J1!l域手当

内

9，858 

6，281 

12，881 5，662 340，827 

10，739 4，573 399，814 

10，773 5，855 387，155 

7，656 3，375 378，157 

13，346 5，303 379，434 

12，180 76，324 546，656 

6，953 3，863 340，128 

3，612 2，610 364，962 

注 1 下段の数字は、特例条例による滅綴緒鐙後の績である。

注 2 給料には、給料の調整額及び切替に{半う差額を含む。
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2 民間給与の調査
職員の給与を検討するため守 平成 25年 4月現在における民間給与の実態を調査した。その慨要は次の

とおりである。

( 1 ) 調査事業所

企業規模 50人以上で、かつ、事業所規模 50人以上の県内の民間事業所のうちから、層化無作為

抽出法に よって抽出 した 859の事業所について調査し、調査が完結した事業所は、次のとおりであ

る。

産7¥¥二ア 100人以上
規 十具 音| 500人以上 100人未満

500人未満

j!王 業
事業所 事業所 事業所 事業所

244 87 109 48 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・-ーーー・ E ーー------ー ーー・--・F ーーーーー----・ー・，---・，ーー---------. ・ーーーーーーーーーーー

鉱業、採石業、砂利採取業 18 7 9 2 
建 設 業

製 造 業 121 43 57 21 

電気 ・ガス ・熱供給 ・水道業
41 15 18 8 

情報通信業、運輸業、郵便業

卸 売 業、小 売 業 22 6 9 7 

金 融 業 保 |倹 業
不 動 産業、物品賃貸業

B 4 3 

教育、学習支援業、医療、福祉 34 12 13 9 
サ ピ ス 業 等

( 2 ) 職種別、 学歴別、 企業規模別の初任給

Jミミ ゼ 規 {葉 言十 500人以上
100人以上

100人未満
500人未満

円 円 円 円

大学卒 189，547 195，164 185，766 178，215 

新 卒 事 1完 員 短大卒 171， 242 172，161 170，386 167，691 

高校卒 158，513 160，801 157，375 152，841 

大学卒 194，550 198，343 193，277 185，325 

新 卒 f主 術 者 短大卒 173，235 173， 111 174，397 168，259 

高校卒 160，856 161，273 160，946 158，681 

大学卒 191，585 196，339 189，078 181，233 

車t 卒 事 正主 員

及 び 短大卒 172， 169 172，581 172，315 168，010 

新 卒 f支 術 者

高校卒 159，616 161，023 159，051 155，599 
L 

注 金額は、き まって支給する給与から時間外手当、家族手当、 通勤手当等特定の者のみに支給される

給与を除いた額である。
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( 3 ) 諸手当の支給状況

ア家族手当

支 主昔 月 額
扶養家族の構成

同 11J 県 全 国

百己 {同 者 13，611円 14，747円

百日 1同 者 と 子 1 ，、 19，464円 20，695円

百E 1同 者 と 子 2 ，、 24，602円 25，970円

イ 住宅手当

事 業 所 おl l口h、

支 給 の 有 無
岡 山 ，'[1， 全 国

支 ず柑及。 53.3% 48.9% 

手ド 支 *.1i 46.7% 51. 1 % 

借手家当月・額借の問最居高住支者給に額対のす中る位住階層宅
岡 IJI 県 全 国

27，000円以上28，000円未満 27，000円以上28，000円未満

ウ 特別給cl'1:与及び臨時給与)

J子¥¥工二 岡 IJJ 県 金 国

事務・技術等従業員 事務 .t主術等従業員 技能 ・労務等従業員

下半 期I(A 1 ) 322，909円 376， 352円 273， 679円
平均所定内給与月額 ー.. .ーー・ー・・ a ・・... -・~- --------ー -- - - --- -- - ーーーー・ー---------- ーーー・ー・・・ー・ーーーーー・

上半 期 (A2) 322，843内 376，660円 274，307円

下半 期 (131 ) 626，526 1'1 732， 035円 469，082円
特別給の支給額 -ーーーー・ーーー-------ーーー -・ーーーー・ー・ 4・・ーーーーーー・・・..ーーー-----骨・・・ー・・・・.---ー・，p ・--------ー値・・・・ー・ b 骨守

上半 期 (132 ) 652，744円 757，639円 472，852円

下半期(13J/AJ) 1. 94月分 1. 95月 1. 71月
特別給の支給動l合 ...・..司咽.---ー --------・・ -----ーー・..ーー・ー・-----ー-------・p ・.----ー・ ー・ 4匹'・ーーーーー・・・..ーーーーー・

上半期(62/A 2) 2.02月分 2.01月 1. 72月

!j三 間 言十 3. 96月分 3.95月分

注 下半期とは平成 24年 B月から平成 25年 1月まで、上半期と は平成 25年 2月から同年 7月までの

期間をいう 。

3 職員の給与に関する報告及び勧告
地方公務員法の規定に基づき、平成 25年 10月 8日、県議会議長及び知事に対し、職員の給与につい

て次のように報告及び勧告を行った。

差

寸

六
X

一

d
m守
『

の

一

ル」

一

与

一

合
咽
一

i
一
)

間

一

A

民

一
(

と
一
与

与
一
給

AO
n

一
四
叫

e

lf

-

-

A
一
民

枇

叫

一

『
一

)

-

mι

-

(

-
職員給与(13 ) 較差 (A-13)

371，623円 371，456円 167円 (0.04%)

注 民間給与、職員給与ともに、平成 25年度の新規学卒の採用者は含まれていない。
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※特例条例による給与の減額措置後の職員給与(平成 25年 4月分の給与を基に試算)

民間給与 (A) 職員給与 (B) 較差 (A-B) 
ーー ーーーーーーー一一一一一一一一 一一 一一一一一一一一一ー一一一 -" 

371， 623円 345， 206円 26， 417円 (7.65%)

----一一一 一一一一 ーーー ー・--ー一 一一一一一一ーーーーーー-" 

注。民間給与、臓員給与ともに、平成 25年度の新規学卒の採用者は含まれていない。

( 2 ) 報告(むすび)

ア職員給与

股員給与等の決定に関係のある基礎的な諸条件については、以上述べたとおりである。

本委員会は、地方公務員法の規定に基づき、これらを総合的に勘案した結梨、次の措径を行う必

要があると判断した。

(ア)給料表

本年 4月H寺点、における民間給与と職員給与を比較した結果、職員給与が民間給与をわずかに下回

っていることが判明した。

本委員会としては、本年の較差は小さく、職員給与と民間給与はおおむね均衡していること等か

ら、給料表の改定を行わないこととした。

(イ)期末手当及び勤勉手当

職員の期末手当及び勤勉手当の年間の平均支給割合は、昨年 8月から本年 7月までの 1年間にお

ける民間の特別給の支給割合とおおむね均衡していることから、本年は、改定を行わないこととし

た。

(ウ)給与術造改革に伴う経過措置

給与情造改革に伴う経過始直(現給保障)については、昨年、廃止が適当であるとし、実施時期

等について具体的な検討を進めることとしていた。

経過措置の対象者数については、昇給、昇格等により大幅に減少してきており、国においては本

年度末で廃止されることから、本県においても早期に廃止寸ることが適当である。

廃止に当たっては、経過指債の対象者数が比較的多い公安職や小中教育職において、平成26年 4

月の受給対象は 1害IJ程度と見込まれること、経過措置の廃止が決定している他県等においては、激

変緩和の観点から段階的に廃止する団体が多いこと等を考慮し、平成26年度については、経過惜置

として支給されている給料の 2分の ]を減額して支給し、平成27年 4月 1日に経過措置を廃止する

こととする。

(エ)昇給 ・昇絡制度

昇給 ・昇格制度については、国及び(也の都道府県の動向や本県の実情も踏まえながら、検討を進

めるとしていた。

昨年、人事院は、 50歳台後半層において、官民の給与差が相当程度存在しているとして、 50歳台

後半層の給与水準の上昇を抑制するため、昇給・昇絡制度の改正を報告 ・勧告したが、国において

は、人事院の報告 ・勧告に沿った制度改正が行われたところである。他の都道府県においては、半

数の団体が国に準じた昇格制度の改正を実値しているが、昇給制度の改正を実施したのは数団体で

ある。

給与制度は国に準拠することが基本であるが、本県の職員給与と県内民間の賃金の状況を見ると、

50歳台後半層における給与水準の差は見られるものの、若年層における水準等も見据えた全体的な

世代聞の給与配分として検討する必要があると考え られる ことなどから、引き続き他の都道府県の

動向等を注視しつつ、本県の実情も踏まえながら、吏に検討を進めることとする。

(オ)給与制度の総合的見直し

人事院は、給与構造改革に関する勧告を行ってから 8年が経過し、国家公務員給与について一層

の取組を進める べき 課題が種々生じてきていることから、国家公務員の給与に対する国民の理解を

得るとともに、必要な人材を確保し、職員の士気や組織の活力の維持 ・向上を図っていくため、国

家公務員の給与減額支給措世終了後、給与制度の見直しを実施することができるよう、所要の準備

を進めるとしている。

具体的な検討課題としては、地域における官民給与の実情を踏まえた地域開の給与配分の在り方、
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民間賃金の動向等を踏まえた50歳台(特に後半層)の給与水準の在り方を中心に俸給表構造の見直

しを検討する世代閑の給与配分の在り方、人事評価の給与への反映における昇給の効果の在り方、

公務における勤務実態や民間の状況等を踏まえた諸手当の在り方などが挙げられている。

本県の給与制度は、基本的に固に準じた内容としているところであり、今後、国の動向を波視し

つつ、{也の都道府県の状況等も踏まえながら、必要な対応について検討を進めることとする。

イ 給与勧告制度の意義と役割

人事委員会の給与勧告制度は、憲法で保障されている労働基本権を制約することに対する代償措

置として設けられたものであり、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準と民間の給与水準を均衡

させるもの(民間準拠)として、長年の経緯を経て職員給与の決定方式として定着している。

民間準拠を基本に勧告を行う理由は、職員も勤労者であり、勤務の対価として適切な給与を支給

することが必要とされる中で、その給与水準は、民間企業とは異なり、市場原理による決定が困難

であることから、その時々の経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給

与水準に準拠して定めることが忌も合理的であり、職員の態解と納得とともに広く県民の理解を得

られる方法であると考えられることによる。

こうした民間準拠により職員給与を決定する仕組みを通じて、 A撃に職務に精励している職員に

適切な給与を支給することは、職員の努力や実績に報いるとともに、人材の確保にも資するもので

あり、組織活力の向上、労使関係の安定などを通じて、行政の効率的、安定的な運営に若干与するも

のである。

ウ 勧告の実施及び適正な給与の確保の要務

境行の特例条例による給与の減額措箇は、本年 7月から平成26年 3月末までの姶置として行われ

ているものであるが、平成 16年度から昨年度末まで木県独自の減頒措置が行われていたことを考慮

すると、特例的な給与の減額姶置が相当長期間に及んでいることとなる。また、固からの裏話を受

けて減額措置が行われたことは、地方公務員法に定める給与決定の原則に反するものであり、誠に
遺憾なことと 言わぎるを得ず、職員の士気に及ぼす影響も危倶されるところである。

職員が、職務に対する意欲を保持しつつ、安心して職務に専念できる環境を整えるためには、地

方公務員法に定める給与決定原則iに基つく本来の給与水準が確保されることが重要である。労働基

本権制約の代償機関である本委員会としては、減額措置が終了する平成26年 4月以降の職員の給与

について、給与勧告制度に基づく適正な水準が確保される必要があると考える。

議会及び知事におかれては、人事委員会勧告制度の意義と役割に深い理解を示され、このたびの

勧告を実施されるとともに、民間準拠による適正な給与を確保されるよう要諮する。
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別表第 l 公民給与の比較における比較対象従業員(事務 ・技術関係職種)

職 種 要 {牛

支 底 長

-構成員50人以上の支居(社)の長又は工場の長

工場長

剖l 長
. 2課以上又は構成員20人以上の部の長

-職能資絡等が上記部の長と同等と認められる部の長及び部長級専門職

部 次 長
-前記部長に事故等のあるときの職務代行者

職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職

課 長
. 2係以上文は楠成員10人以上の課の長

-職能資絡等が上記IDl(の長と同等と認められる課の長及び謀長級専門職

-前記課長に事故等のあるときの職務代行者

談長代理
-課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者

-課長に直属し部下4人以上を有する者

-職能資絡等が上記課長代耳Eと伺等と認められる謀長代理及び課長代理級専門級

-係の長及び係長級専門職

仔ミ 長 -係長等のいない事業所において主任の織名を有する者のうち課長代理以上に直属し直属の部

下を有する者及び職能資絡等がこれに相当する主任の職名 を有寸る者

ヨ三 {正 -係長等のいる事業所において主任の可能名を有する者

係 員 上司の街導、監管の下に定型的な業務を行う、いわゆる一般の事務員文は技術者
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男IJ表第一 2 公民給与の比較における対応関係

行政職給料表 民間事業所

職務の級 標持!!的な 企業規棋500人 企業規僕100人以上 企業規模100人

職務(例) 以上の事業所 500人未満の事業所 未満の事業所

9 *1< 本庁部長
支j苫長、工場長、

部長、部次長

本庁
8級

部次長
支!苫長、 工場長、

E県 長
部長、部次長

7<1< 本庁

困難線長 支r.s長、工場長、

部長、部次長
6級 本庁謀長

課長代理 課 長

5 ~i& ii¥IJ参事 銀 長

4級 主幹 f課長代理 課長代理

gミ 長

3級 主任 係 長 係 長

2級 主 イ壬 ヨz {工 主 11 
主司王

1 ~丑 係 員 係 員 夜、 員
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( 3 )勧告

職員の給与について、次の事項を実現するため、所要の措置を講ずること

を勧告寸る 。

給与構造改革に伴う経過措置の廃止

改定の内?@

岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成 18年岡山県条例

第3号)附員IJ第 7項の規定による給料の額については、平成 26年 4月 1日

以後、その額から 2分の 1を減じた額とすることとし、平成 27年 4月 1日以

後、同項の規定による給料は支給しないこととすること。

4 勧告実施の状況

岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成 J8年岡山県条例第 3号)附

員IJ第 7項の規定による給料の額については、平成 26年4月 1日以後、その額から 2

分の lを減じた額とすることとし、平成27年4月 1日以後、同項の規定による給料は

支給しないこととする勧告を行ったが、当局と組合との交渉の結果、平成26年度

は 4分の lを減じた額を、平成 27年度は 4分の 2を減じた額を、平成 28年度は

4分の 3を減じた額をそれぞれ支給することとし、平成29年度以 降は 支給しな

いことで妥結し、条例改正が行われた。
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第 5 章

勤務条件関係等業務
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第5章 勤務条件関係等業務

1 勤務条件

職員の勤務時間、休日及び休暇に|期する規則(昭和35年岡山県人事委員会規則l第16号)第11条第 1項

第18号の規定により，岡山県教育員会から，職員が20131 P C陸上競技世界選手権大会に日本代表選手

として参加するための特別休暇の特例承認申詩があり ，これを承認したo (適用 平成2S年 7月16円)

2 服務

平成25年度において規則等の改泌等を行ったもの なし

3 その他
( 1 )公益的法人等への職員の派泣等に関する規則(平成 14年岡山県人事委員会規則第 2号)を改正し，

任命権者が職員を派遣することができる公設的法人等の名称、を変更した(会益財団法人中国四国酪

燥大学校及び盆益社団法人おかやまの森整備公社) (適用 平成25年 6月11日)

( 2 )公益的法人等への職員の派遣等に関する規則J (平成 14年岡山県人事委員会規則第 2号)を改正し，

任命権者が職員を派遣することができる公益的法人等から，財団法人津山慈風会を削除した。 (適

用平成26年4月 1日)

( 3 )職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年岡山県条例第51号)第日条第2項の規定により読み

替えて適用される岡山県職員の退職手当に関する条例(昭豹]29年岡山県条例第 8号)第 7条第 4項

に規定する人事委員会が定める要件により，岡山県教育委員会から，自己啓発休業をする教員の退

職手当算定の在職期間から休業期間の 2分の 1の月数だけを除算する取扱いとするための承認申訪

が2件あり，これを承認した。 (適用 平成26年 3月25日)
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第 6 章

公平審査関係業務
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第6章 公平審査関係業務

1 勤務条件に関する措置要求

( 1 )平成25年度において判定したもの l件

( 2 )平成25年度において審査したもの 1件

( 3 )平成25年度において却下し売もの 1 i'牛

(4 )平成25年度において取下げのあったもの なし

2 不利益処分に関する不服申立て

( 1)平成25年度において裁決したもの 1併

平成 23 年第 1 号不服申立事案

1 当事者 不服申立人元警察官 / 処分者笹察本部長

2 処分の内容

( 1 )処 分年月日 平成23年 8月 2日

(2)処分内容 辞職承認処分

3 審査の状況

平成23年 9月21日

平成23年 10月 7日

(J)不服申立年月日

(2)受理年月日

(3)準備手続 平成24年 5月31日 (第 1回) .平成24年 8月 2日(第 2回)

平成24年 9月21日(第 3回)

(4) 口頭審理 平成24年 11月 5日 (第 1回) .平成24年 11月28日(第 2回)

平成25年 2月 1日(第 3回)

(5)裁決年月日

(6)裁決内容

平成25年 5月21日

処分取消

( 2) 平成25年度において審査したもの 3件(上記裁決を したものを含む。)

平成 25 年第 1 号不 111<申立事案

1 当事者 不服申立人元教員 / 処分者教育委員会

2 処分の内容

(1)処分年月日 平成25年 5月 10日

(2)処分内容 懲戒処分(免職)

3 審査の状況

(1 )不服申立年月 日 平成25年 7月 2日

(2)受理年月日 平成25年 7月16日

(3)準備手続 平成25年 11月20日

(4) 口頭審理 平成26年 1J~ 8日(第 1回) .平成26年 2月27日(第 2回)

1 当事者

2 処分の内容

平成 25 年第 2 号不 111< 申 立事案

不服申立人警察官 / 処分者箸察本部長

(1)処分年月日 平成23年 8月 2日
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(2)処 分内容 懲戒処分(停職 6月)

3 審査の状況

(J)不服申立年月日 平成25年 11月 1日

(2)受理年月日 平成25年 11月19日

( 3) 平成25年度において却下したもの なし

( 4 )平成25年度において取下げのあったもの なし

( 5 )平成25年度において打ち切ったもの なし

3 苦情処理

平成25年度において苦情相談があったもの 16件

長々T制度説明 アドハイス 当局に伝達

任用関係 1 

給与関係

勤務条件 1 1 

福利厚生

いじめ等 1 

その他

言十 2 2 

4 公平委員会事務受託地方公共団体一覧

平成26年 3月31日現在の受託団体は次のとおりである。

団体の種類 団 体

調査申入れ その他

1 

2 

1 

4 

1 

9 2 

数

市 美井原作市市 総浅社口市市高10梁市市i'新見市， 備前市， 瀬戸内市， 赤磐市， 真庭市，

田T キナ
和気町，早島田T.里庄町，矢掛町，新庄村，鏡野町，勝央町，奈義町，

西繋倉村，久米南町， 美咲町，吉備中央町(l県内全12町村)

一部事務組合 専任の職員を置いているすべての組合 (39一部事務総合)

5 その他

(単位件)

言十

2 

2 

4 

6 

2 

1 6 

言十

6 1団体

勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部を改正寸る規則(昭和26年岡山県人事委員会規則第5

号)を改正し，要求者に指置嬰求書への署名押印でなく記名押印を求めることとした他規定の整備を行っ

た。 (適 用平成25年8月23日)
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第 7 章

職員団体関係業務
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1 職員団体の登録
(J)県関係

第7章 職員団体関係業務

平成25年度に新規登録，解散， 登録の効力停止及び主主録取消 しをした職員団体はなかった。また，

登録事項の変更を登録した職員団体は次のとおりであった (4件)。

登録番号 団 体 名 登録変更年月日 変 更 内容

1 岡山県職員労働組合 25 7 8 役員変更

2 岡山県教職員組合 25 4. 12 役員変更

3 岡山県高等学校教職 員 組 合 25 7 8 役員変更

4 自治労岡山県学校事開閉労働目合 25. 4. 18 役員変更

( 2 )受託地方公共団体関係

平成25年度に解散，登録の効力停止及び登録取消しをした職員団体はなかった。新規登録をした職

員団体は次のとおりであった(1件)。また，登録事項の変更を登録した臓員団体は次のとおりであ

った(14件)。

① 新規登録

登録 番 号 団 体 名 登録年月日

57 新庄村職員組合 25. 10. 16 

② 登録事項の変更

登録番号 団 体 名 霊長録変更年月 日 変 更 l'す 'ポtオヲ

6 浅口市職員労働組 合 25. 10. 11 役員変更

33 浅 口 市 職 員 t且 合 25. 10. 16 役員変更

44 新見市職員労働 組 合 25 8 2 役員変更

48 総 社 市 早品 員 長且 ぷC三1、 25 8. 12 役員変更

50 自治労新見市 職 員組合 25 6. 17 役員変更

51 美咲町職員労働組合 25 8. 30 役員変更

52 真庭 市 職 員 労 働組合 25 9. 13 役員変更

54 高梁市幼児教育教職員組合 25 4. 12 役員変更
26 2. 27 規約変更

55 井原市幼児教育教職員組合 25 4. 12 役員変更
26 2 6 規約変更

56 総干土市幼児教育教職員組合 25 4. 17 役員変更
26 2 7 規約変更
26 3. 12 IJ 
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2 管理職員等の範囲の指定
(1)県関係

職の新設・改廃等に基づき，管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年岡山県人事委員会規則第

15号)の一部を次のとおり改正した。

機 関 名 新たな指定 指定の廃止 理 由
公布年月日
及び f番号

知l 本 庁 福祉政策企画監 総括副参事(目オ政 織の改廃 25. 3.29 
事 総括参事(庁舎管理 線) 規則第16号
告!¥ 班) 高11参事(秘書繰)
局 高11参事(職員厚生班 総括主幹(庁舎管理

に属する者で労働 班)
安全衛生業務の企 主幹(職員厚生班に
画立案の事務を行 属する者で労働安
うもの) 全衛生業務の企画

立案の事務を行う
もの及びノ、事班)

自動車 税事 務所 所長 機関の廃
総務収税課長 止

教 教 育 事 主膏 所 義務教育支援課長 教職員課長 職の改廃
1:弓< 総括副参事(学校支 総括参事(総務班及
委 援班) び教職員班)
員 品11参事 (1/ ) 主事(教職員班)
4コ2ズh 総括主幹(総務班及

び教職員五III
主幹(学校支援班)
主任(1/ ) 

図 :;g. 官自 総務 ・メディア課長 総務企画課長 職の改廃

古代吉備文化財センタ 参事 職の新設

人 事 委員会事務局 謀長 職の廃止

知1 出先機関 県民局 総括主斡(地峡総務 職の改l1e 25. 9. 10 
事 課に属する者) 規則第21号
剖1
局 主幹(総務班に属す

る者て時人事の事務
を行うものに限
る。)

総括主任 総括主任(地域者総務
務!に属する に限
る。)

( 2 )受託地方公共団体関係

職の新設・改廃等に伴い，岡山県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の

範囲を定める規則1(昭和41年岡山県人事委員会規則第16号)の一部を次のとおり改正した。

地方公共団体名 機 関名 新たな指定 指定の廃止 理 由
公布年月日
及び 番 号

井 原 市 市長部 本庁 地峡医療監 職の新設 25. 6.28 
局 規則第19号

保健センタ 参事 職の廃止

-44-



{皆楽園 次長 月誌のI1Ii止

勤労者野外 所長 職の廃止
活動施設

教育委 青年会館 館長 組織の廃
員会 止

高梁市 市長部 本庁 政策監 政策統陪EE 職の新設
局 管財係長 庶務管財係長 及び廃止

行政係長 庶務管財係主任

教育委 事務局 総務係主任 職の新設
員会

新見市 教育委 事務局 次長 可能の新設
員会

備 前 市 市長部 勤労青少年 館長 組織の廃
局 ホーム 止

{動く婦人の 館長 組織の脱
家 止

教育委 耳E蔵文化財 所長 組織の新
員会 管理センタ 設

赤磐市 市長期l 本庁 主幹(秘書広報班 主査(秘書広報斑 職の新設
局 及び文書法制班 及び文書法制班 及び廃止

に属する者に限 に属する者に限
る。) る。)

西粟倉村 村長部 本庁 会計管理者 職の新設
局

診療所 事務長 所長 織の新設
及び廃止

あわくら荘 支配人 職の廃止

浅口市 教育委 博物館 館長 職の新設 25. 9. [0 
員会 規則第22号
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第 8 章

労働基準監督機関関係業務
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第8章 労働基準監督機関関係業務

1 労働基準監督機関職権行使者

労働基準段督機関の職権は，平成23年 10月 7日人事委員会の決議により ，森委員に委任されている。

2 労働基準法別表第 1の事業区分

次の事業所の新設に伴い，岡山労働局長と協議の上，次のとおり号別決定を行った。

区分 名 称 号 別|決定年月日 備考

教育委員会|岡山県立倉敷まきび支援学校 1 2号 I26. 1. 

3 労働基準法に基づく諸届の受理等

平成25年度の結局の受理等の状況は，次のとおりである。

項 自 件数 制自 考

時間外労働，休日 労働に関する協定の締結局 94 年度当初91件，追加 1件，変更 2j'斗

解雇予告除外認定 2 

宿日 i直勤務許可 3 うち再申請 l件

4 労働安全衛生法に基づく諸届の受理等

平成25年度の諸局の受理等の状況は，次のとおりである。

項 目 件数 備 考

1~f 生 管 国ー 者 等 選 {壬 報 と仁とコ 75 衛生管理者63件， 必業医12件

健 康 雲回Z今Y 断 事占 よ長 報 企仁と3 

労 働 者ー 死 傷 日丙 報 左仁乞3 

機 も政 等 設 置 届 1 工業用 X線回折装置

特疋機械 等の性能検査実施 22 (一社) ~本ボイラ協会委託分 1 8件

(一社)日本 クレ ー ン協会委託分 4件

ボ イ ア 休 止 等 報 告 2 休止 1件，旋止 1件

第 種圧 力 容器休止 報 告 1 

有機溶剤l中毒予防規則一部適用除外認定申 請 1 
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